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１ 学校経営の基本構想 

（１） 学校経営の基本や基盤 

    ア 日本国憲法、教育基本法、学校教育法をはじめとする教育関係法規、並びに教育課程の規準である学習

指導要領を基盤とし、福岡県教育施策実施計画及び古賀市教育大綱、古賀市教育行政の目標と主要課題

に則り、生徒や保護者、地域及び学校の実態に即して教育を行う。 

    イ 中立性を確保し、公共性、公益性を目指して生徒の学習する権利を保障し、その実態を保護者や地域に

公開することを原則とする。 

   ウ 福岡県人権教育啓発基本指針、学校教育における在日外国人の人権に関する指導上の指針、古賀市人権

施策基本方針に基づいて人権教育を推進する。 

（２） 学校の教育目標 

 『ふるさとを愛し、自他の命と人権を尊重し、好奇心をもって夢を追求する生徒の育成』 

 

○ふるさとを愛しとは 

   ふるさと古賀のよさを学び、愛情と誇りをもち、地域と関わりながらと共に喜びを味わい、 

国際社会を生きていく基盤となる生き方を追求すること。 

  ○自他の命と人権を尊重するとは 

   人との関わりの中で思いやりや感謝の心を持ち、他者とのコミュニケーションから自己 

肯定感を育み、多様性を尊重するとともに、自分と他者を大切にする心を育むこと。 

  ○好奇心をもって夢を追求するとは 

   好奇心をもち、主体的に学ぶ姿勢で夢を追求していく強い意志と新たな創造力をもつこと。 

（３） 具体目標 

■ 校訓 「向学」「友情」「創造」 

「いどむ」「つながる」「つくる」  

ア めざす生徒像 

○「向学」：好奇心をもって主体的に課題解決に取り組み、夢を追求していく生徒 

○「友情」：多様性を尊重するとともに、自他を大切にし、ともに高めあう生徒 

○「創造」：対話・協働しながら、創造して新たな価値を生み出す生徒 

   イ 目指す学校像 

① ｢向学｣：生徒の主体的な学びが展開され、確かな学力を育む学校 

② ｢友情｣：一人ひとりの生徒が大切にされ、組織が主体的に機能する明るく活力あふれる学校 

③ ｢創造｣：「ふるさとの学校」として、学校・地域・家庭が人づくり・つながりづくり・地域づくりを 

協働するWinWinの関係の中で、学校課題や地域・家庭の課題を解決して信頼される学校 

   ウ 目指す教員像 

① ｢向学｣：自己研鑚に積極的に取り組み、教科指導のプロフェッショナルとして、生徒が主体的に学ぶ  

授業づくりを創造できる教員 

② ｢友情｣：保護者の願いに寄り添い、生徒に愛情をもって寄り添う優しさと厳しさをもち、法令遵守へ 

の高い意識をもって社会から信頼され、主体的に行動できる教員 

③ ｢創造｣：地域の願いに寄り添い、関係者と協働して古賀市の将来を担う人財の育成に取り組む教員 

 



（４） 本校の教育課題と経営課題 

ア 教育課題 

① 主体的に学ぶ意欲の醸成 

② 自他共に大切にし、地域や社会で自律して生き抜く力（人と人がつながり、社会をつくっていく力）

の醸成 

③ 将来への夢や希望を抱き、主体的に未来を切り拓く力の育成 

   イ 経営課題 

① VUCAの時代（変動性・不確実性・複雑性・曖昧性）を踏まえ、学ぶ必然性がある授業づくり 

② 心理的安全性のある学校・学年・学級づくり 

③ 系統的なキャリア教育の推進 

④ 経験が少ない教員へのOJTの充実 

２ 本年度の重点目標 

『何事にも意欲をもって多様な仲間とともに挑戦し、地域や社会で生き抜く力をもった生徒の育成』 

３ 重点目標達成のための経営の重点 

（１） 生徒主体の教育課程運営 

① 生徒が自分事として思いや願いをもち、主体的に取り組む教育課程の運営に努める。 

② 全国学力・学習状況調査や学校生活環境多面調査、各種アンケートを分析し、学年会や教科部会で審 

議して迅速に改善に努める。 

③ 学びの必然性を生み出す導入の工夫や自尊感情を高める声かけと研ぎ澄まされた発問で生徒の知的好

奇心を引き出し、主体的な学びを喚起し、確かな学力の定着を図る授業改善に努める。 

④ 個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させるために、一人１台のパソコン端末や電子黒板な

どのICT環境を積極的に活用した授業を行う。 

⑤ 教育課程運営において、発達支持的生徒指導の「自己存在感の感受を促進する」「共感的な人間関係を

育成する」「自己決定の場を提供する」「安心・安全な『居場所づくり』」に努める。 

⑥ 「ふるさとの学校」として学校目標を教職員や家庭・地域と共有しながら地域学校協働活動を推進し、

市が取り組むスポーツ行事、健康・福祉・清掃行事に積極的に参加し、古賀市の将来を担う生徒の育成

に努める。 

⑦ 生徒の夢の実現をめざすキャリア教育の充実 

・ 生徒の発達段階に応じ、教科横断的なカリキュラムマネジメントと系統性を考慮して、１学年で職

業人から直接学ぶ「夢授業」、２学年で「上級学校調べ」、３学年で「高校授業体験」「上級学校訪問」

の３年間の計画を策定し、主体的に進路選択ができる教育の充実に努める。 

・ キャリアパスポートを作成し、自己理解を深めさせながら「生き方」支援の充実を図る。 

（２） 一人ひとりに寄り添い、自他共に大切にする教育の推進 

① 人権教育の充実 

・ 人権教育推進委員会を中心に、学年・学級づくり、学習環境づくり・言語環境づくりに努める。 

・ 人権教育の推進のために、ヒューマンライツミーティングを古賀市教育の日に実施する。 

・ 人権教育副読本「かがやき」「あおぞら」「ひかり（古賀市人権教育副読本）」の教育指導計画への位

置づけと積極的な活用を行い、人権学習の充実に努める。 

・ 人権教育研修会や教育懇談会への教職員の積極的な参加を促し、教職員の人権感覚の醸成を図る。 

    ・ 戦後80年の年を迎えるにあたり、平和の尊さを考える学習を充実させる。 

 



② 特別支援教育の充実 

・ 通常学級において特別支援教育の視点に立った授業づくりを推進するとともに、特別な教育的配慮を

要する生徒をはじめ、すべての生徒に対して、特別支援学級担任、特別支援教育支援員、ＳＣ、ＳＳ

Ｗ、心の教室相談員、教職員で協働しながら、一人ひとりに寄り添った支援に努める。 

・ 特別支援学級及び通級指導教室に在籍する生徒一人ひとりの特性を適切に理解し、教育的ニーズに対

応できる教育課程を編成し、実施する。 

③ 校内教育支援センター「サポートルーム」による支援体制の充実 

・ 児童生徒支援担当教員とサポートルーム関係生徒の担任が、生徒の個別の支援計画やマンツーマン個

表を作成し、生徒に短期・中期・長期の目標をたてさせて学習や生活に取り組ませるなど、サポート

ルームでの生徒の成長を促す取り組みを実施する。 

・ サポートルームの関係生徒の担任が生徒の第一義的な責任をもち、児童生徒支援担当教員と協働して

支援を行う。 

④ 関係機関との連携協力体制の充実 

・ 関係する担任と児童生徒支援担当教員や生徒指導担当を中心に、古賀市こども家庭センター、児童相

談所、児童センター、教育支援センター、粕屋警察署などと、情報を共有し、連携して生徒の支援の

充実に努める。 

（３） 自律した学校組織づくり 

① 機を逃さず行う「立ち話」ミーティングでOODAループを迅速に機能させ、素早い改善につなげるとと

もに、会議時間を大幅に縮減し、生徒に寄り添う時間の確保に努める。また、市費少人数学級対応講

師、児童生徒支援担当や指導方法工夫改善教員等を活用し、一人ひとりに寄り添った支援体制の充実を

図る。 

② 教職員一人ひとりが自らの校務分掌の役割を自覚し、自律した組織として機能できるようにするため

に、教務担当は月行事を２カ月前までには提示する。 

③ 研究推進委員会によるTTP（つながり・ティーチャーズ・パーク）による研修を意図的・計画的に実施

し、教職員の資質の向上を図る。 

④ 若年教員拠点校指導教員が経験３年以内の若年教員が所属する学年主任と教科部会の長との連絡会を 

月１回以上行い、若年教員の支援体制の強化を図る。 

⑤ 授業評価・学校経営評価・校務分掌評価・学校評価を行い、担当が迅速に分析し、各委員会において 

素早く改善に努める。 

⑥ 働き方改革と不祥事防止の取組 

・ 週時程を基本的に26コマで設定し、生み出された時間を有効に使えるようにする。 

・ 繁忙期と閑散期において、メリハリのある教育課程を編成して、時間を有効に使えるようにする。 

・ 部活動改革を推進し、教職員の負担軽減をはかる。 

・ 月1回の産業医が参加する衛生委員会の運営をとおして、迅速な職場環境等の改善に努める。 

・ 不祥事防止リーダーを校務分掌に位置づけ、業務用パソコンのスクリーンセーバーや教職員のクラス 

ルームへの掲載などを活用するなど、日常から啓発を行う。 

・ スクールコンプライアンスの日を設定し、職員研修の実施や不祥事防止のためのチェックリストや

AUDITを校長が不祥事防止リーダーと連携して実施する。また、校長が評価面談時を活用して、ヒア

リングを実施し、法令遵守意識を高める。 


